
 

 

 

■Topics 

▶ 中山間地域における貨客混載「ホイホイ便」の取り組み 【宮崎県西米良村
に し め ら そ ん

】 

事業実施の背景 

西米良村は、九州山地のほぼ中央部、熊本県との県境に位置する人口約

1,000人の村です。 

村内８地区のうち小川地区は、自家用車で約 30 分と村中心部から離れ

ていて、高齢化率が約 53％と高い地域です。また、村中心部と地区を結ぶ

村営バスの輸送人員の低迷や、宅配事業者の集配効率の低下といった問題

も抱え、生活サービス維持のための仕組みづくりが必要となっていました。 

運行までの経緯 

このような中、貨客混載事業及び宅配荷物の共同配送に取り組むことで、小川地区の輸送サービス水

準の維持と、村営バス運行関係者及び宅配事業者の負担軽減を図る仕組みの確立を目指し、日本郵便株

式会社とヤマト運輸株式会社の協力のもと、平成 31 年 3 月より貨客混載の実証運行を実施、令和２年

３月より、佐川急便株式会社を加えた３者で、貨客混載を行う村営バス「カリコボーズのホイホイ便」の本

格運行を開始しました。 

３者共同の貨客混載は全国初であり、村営バスで貨客混載を実施する画期的な取組となりました。 

運行内容 

「カリコボーズのホイホイ便」は、村中心部の拠点から小川地区までの約 21km の区間で、旅客と宅配

荷物を混載して運行し、小川地区内では村の委託配達員が各戸へ配達しています。 

西米良村とその周辺の貨客混載のネットワークにおいて、東側に隣接する西都市と西米良村を結ぶ宮

崎交通バスは「本線」、村営バスは村中心部と小川地区を結ぶ「支線」の位置づけです。 

全国的に人口減少が進行する中、貨客混載の仕組みを活用することで、過疎地での輸送サービスを持

続可能とする１つのモデルを確立したいと考えています。 

 

バスへの荷物の積み込み風景 

西米良村 

資料：宮崎県ウェブサイト 

宮崎市 

【取組の詳細はこちらから】 西米良村提供資料 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/137-1sougoukoutsu.pdf 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/137-1sougoukoutsu.pdf


■総合交通体系グループだより 

▶ 環境にやさしい交通を目指す取組みを表彰します！ 

第 13回 EST交通環境大賞の募集 

EST 交通環境大賞は、地域の交通環境対策に関する取組み事例を発掘し、優れた取組みの功績や努

力を表彰するとともに、その取組みを広く紹介し、普及を図ることを目的として、EST 普及推進委員会

によって 2009年度に創設された表彰制度で、今回で 13回目となります。 

2015 年のパリ協定や、わが国での 2050年カーボンニュートラル表明などを受け、環境対策の推進

が求められています。環境にやさしい交通を目指す取組みをされている団体等のご応募をお待ち致しま

す。本大賞の募集締め切りは、2023年 1月 11日までです。 

http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2022.html 

 

【主 催】 EST普及推進委員会、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 

【募集内容】 地域の優れた交通環境対策の取組み 

【応募期間】 2022年 10月 6日(木)～2023年 1月 11日(水) 

【応募資格】（自薦）自治体、企業、大学、または NPO 等※の団

体であること※自治会等の任意団体も応募可能 

（他薦）地域の交通環境対策に関する有識者 

【応募方法】 EST ポータルサイトから応募申請書と応募様式

をダウンロードし、必要事項を記入して EST 普

及推進委員会事務局に提出。 

【賞の種類】 

［大 賞］ 最も優れている地域の交通環境対策の取組みを表彰（国土交通大臣賞、環境大臣賞） 

［優秀賞］ 大賞に準じて優れていると評価される取組みを表彰 

［奨励賞］ 地域に根ざし日々努力を重ねている団体や、個別取組みの顕著な成果に対する表彰 

【審 査】 EST普及推進委員会にて実施。主な審査基準は下記 4点。 

○基礎的な事項（実績、新規性・独創性、適時性・話題性、普及可能性、経済性） 

○環境改善効果（対策の将来性、環境改善量、実施期間） 

○地域の持続可能性（環境面の評価、経済面の評価、社会面の評価） 

○各主体との適切な連携（自治体、交通事業者、地域住民、その他関連する団体等） 

【参考情報】 環境的に持続可能な交通（EST）について、EST 普及推進委員長（加藤博和 名古屋大学

大学院教授）による解説動画（YouTube）を公開しています。 

●第 41回 EST創発セミナー in小豆島〔四国〕 講演 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ce5NETRH91U&t=0s 

「ESTの概要」や「EST交通環境大賞の意義」等を解説した寄稿も是非ご一読ください。 

●ESTメールマガジン第 195号 →1．寄稿(1) 

http://www.estfukyu.jp/pdf/EST_mailmagazine_vol.195.pdf 

 

2023/1/11(水) 

まで募集中 

【お問い合わせ先】環境的に持続可能な交通（EST）普及推進委員会事務局 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団（担当：中道） 

E-mail：EST（at）estfukyu.jp（※(at)を@に変えてお送りください。） TEL：03-5844-6268 

前回大賞（国土交通大臣賞） 

YKK株式会社 

本表彰制度では、複数の団体によ
る応募や協議会での応募を奨励
しています！ 

http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2022.html
https://www.youtube.com/watch?v=ce5NETRH91U&t=0s
http://www.estfukyu.jp/pdf/EST_mailmagazine_vol.195.pdf
mailto:seminar@estfukyu.jp


▶ 出前講座のご案内 

「地域のモビリティ確保」 （講座No.33） 
国土交通省総合政策局総務課（総合交通体系）では、「地域のモビリティ確保の知恵袋」を教材とし

て、地域における人の円滑な移動を確保するための交通施策のあり方や、施策立案のノウハウを説明

する出前講座を実施しています。 

お申込みの際は、下記 URL から「講師派遣申込書」をダウンロード・ご記入いただき、出前講座担当

まで、メールまたは FAXで申込書をお送りください。 

 

 

■Information 
▶ 総合交通メールマガジンへのご意見をお寄せ下さい！ 

本メールマガジンでは、読者の皆様からのご意見・ご要望を踏まえ、内容の充実を図りたいと考えてい

ます。誌面の感想、取り上げて欲しいテーマなどがございましたら、下記までご連絡ください。  

▶ 地域の取り組み・イベント案内 募集中！ 

当課では、総合的な交通施策の取組について情報提供頂ける自治体等を募集しています。地域の交通

拠点の形成・再編による地域交通の維持・活性化の取組などを本メールマガジンで紹介し、ノウハウ等の

情報共有ができればと考えております。自薦・他薦は問いませんので、お気軽にお寄せ下さい。 

また、イベントや勉強会・講演会・セミナーなどにつきましても、当メールマガジンにてご案内させて頂き

ます。主催者の方からでも、耳よりの情報でも構いません。是非お寄せください。 

【ご意見・情報提供】 hqt-soukou01(at)mlit.go.jp  ※(at)を@に変えてお送りください 

 

  

【出前講座の案内・申込書の入手先】 
国土交通省 出前講座のご案内 
https://www.mlit.go.jp/delivery_lecture/delivery_lecture.html 

【申込先】 国土交通省総合政策局政策課 「出前講座」窓口担当 

TEL： 03-5253-8111（内線 24216、24217）  FAX： 03-5253-1548 

E-mail： demaekouza(at)mlit.go.jp （※(at)を@に変えてお送りください。） 

https://www.mlit.go.jp/delivery_lecture/delivery_lecture.html
https://www.mlit.go.jp/delivery_lecture/delivery_lecture.html


■総合交通メールマガジンとは 
総合交通メールマガジンは、交通基盤整備や地域交通に関する最新の取り組みを幅広く紹介すること

を目的として発行しているメールマガジンです。主な配信先は都道府県、市町村等の交通施策担当者です。

当メールマガジンで紹介する記事は、執筆者が任意の協力のもとで作成したものであり、成果を広く共有

する観点から、二次的利用も可能な形式で掲載しております。 配信申込は以下からお願いいたします。 

【配信申込】 以下を添えて、メールでお申し込みください。 

（団体の場合）所属、氏名、電話番号、メールアドレス 

（個人の場合）所属（職業）、氏名、電話番号、メールアドレス 

【申込先】 国土交通省総合政策局総務課（総合交通担当） メールマガジン担当宛 

E-mail：hqt-soukou01(at)mlit.go.jp  ※(at)を@に変えてお送りください 

TＥＬ：03-5253-8111（内線 53-113） 

【バックナンバー】 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html 

 

また、当メールマガジン以外にも、公共交通政策全般について、国民の皆様に広く関心を持って頂くた

めのメールマガジンを配信しております。ご興味のある方は、以下より配信のご登録をお願いします。 

【配信登録】 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html 

 

※配信先の変更について 

メールマガジンの受付窓口が変更になった行政機関等の方につきましては、配信先のご変更をお願い

いたします。なお、様々な部署で楽しんで頂けるよう努めて参りますので、配信継続も歓迎しております。 

【配信先の変更申請】 hqt-soukou01(at)mlit.go.jp  ※(at)を@に変えてお送りください 

 

【本メールマガジンについての問い合わせ先】 

国土交通省 総合政策局 総務課（総合交通体系グループ）  担当：島川 

TEL： 03-5253-8111（内線 53-113） 

E-mail： hqt-soukou01(at)mlit.go.jp （※(at)→＠） 

総合交通体系Webサイト： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/index.html 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/index.html

